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１．はじめに 

２．財政の現状 

３．財政健全化目標の変遷と達成状況 

４．関連する論点 

５．おわりに 

 

 

１．はじめに 

令和３年度の国の一般会計税収が税収の過去最高額を更新する中、新規発行の特例公債

は依然として巨額であり、公債残高は累増の一途をたどっている。第26回参議院議員通常

選挙（令和４年７月10日執行）に向けた主要政党の政策パンフレット等では、「財政健全化」

が政策の前面には押し出されなかった。財政健全化目標の達成に向けた政府の姿勢にも変

化が見られる。他方、現下の経済情勢やこれが国民生活に与える影響等に鑑み積極的な財

政出動や消費税減税を主張する声もあり、その財源として特例公債の発行や法人税増税な

どが挙げられている。本稿は、財政の現状を確認し、これまでの財政健全化に向けた取組

と財政健全化目標の達成状況を振り返るとともに、関連する論点について触れるものであ

る。 

 

２．財政の現状 

（１）国の一般会計における歳出・歳入の状況 

まず、国の一般会計の現状について確認すると、平成10年代には80兆円台で推移してい

た歳出決算は、リーマン・ショックが起きた平成21年度に100兆円を突破して以降、その水

準には戻らず、90兆円台後半で推移してきた。令和元年度以降は当初予算でも100兆円を超

えるようになり、令和２年度決算は新型コロナウイルス感染症対応のため３次にわたり補

正予算が編成された結果、147.6兆円という規模となった。令和４年度予算は、当初107.6

兆円、補正後110.3兆円となっている。歳出の主要経費について、近年では、社会保障関係

費、地方交付税交付金等、国債費の３経費が全体の約４分の３を占めている。 
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歳入のうち決算税収につ

いては、平成２年度で初め

て60兆円を超えたが、その

後はバブル経済崩壊による

景気低迷等により減少傾向

が続いた。2000年代後半に

は上向いたものの、リーマ

ン・ショックの影響により

急激に落ち込み、平成21年

度には40兆円を下回った。

しかしそれ以降は、景気回

復や所得税における各種控

除の見直し、二度にわたる

消費税率の引上げ等により

増加傾向にあり、令和３年

度は過去最高額の67.0兆円となった。令和４年度予算では65.2兆円が見積もられている。

一方、公債については、税収の低迷及び社会保障関係費の規模拡大のほか、度重なる経済

対策の実施等により、多額の特例公債が発行されてきた。公債依存度でその状況を見ると、

2000年代には30％台後半や40％台となることが頻発するようになり、近年においても税収

が増加傾向にあるにもかかわらず、公債依存度は30％台半ば以上となることが多い。令和

２年度は新型コロナウイルス感染症への対応のため108.6兆円（うち特例公債86.0兆円）も

の公債が新規発行された結果、公債依存度は73.5％となった。令和４年度補正後予算にお

年度 H2 H7 H9 H12 H17 H20 H21 H23 H26 R1 R2 R4

社会保障関係費 11.6 13.9 14.6 16.8 20.4 21.8 24.8 28.7 30.5 34.1 35.9 36.3

地方交付税交付金等 15.3 13.2 15.5 14.9 16.1 15.6 16.6 16.8 16.1 16.0 15.8 15.9

国債費 14.3 13.2 16.8 22.0 18.4 20.2 20.2 21.5 23.3 23.5 23.4 24.3

（上記の割合） (62.2%) (56.9%) (60.5%) (63.1%) (66.8%) (69.3%) (69.6%) (72.5%) (72.9%) (72.5%) (73.1%) (71.1%)

公共事業関係費 6.2 9.2 9.7 9.4 7.5 6.7 7.1 5.0 6.0 6.9 6.9 6.1

文教及び科学振興費 5.1 6.1 6.3 6.5 5.7 5.3 5.3 5.5 5.4 5.6 5.5 5.4

防衛関係費 4.2 4.7 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.9 5.3 5.3 5.4

その他 9.6 10.6 9.5 10.4 9.2 8.7 9.7 10.1 9.7 10.1 10.0 14.3

合計 66.2 71.0 77.4 85.0 82.2 83.1 88.5 92.4 95.9 101.5 102.7 107.6

（出所）財務省資料より作成

図表２　国の一般会計歳出（当初予算）の推移 （単位：兆円）

年度 H2 H7 H9 H12 H17 H20 H21 H23 H26 R1 R2 R4

租税及印紙収入 58.0 53.7 57.8 48.7 44.0 53.6 46.1 40.9 50.0 62.5 63.5 65.2

建設公債 5.6 9.7 9.2 9.2 6.2 5.2 7.6 6.1 6.0 7.0 7.1 6.3

特例公債 - - 7.5 23.5 28.2 20.1 25.7 38.2 35.2 25.7 25.4 30.7

その他 2.6 7.5 2.9 3.7 3.8 4.2 9.2 7.2 4.6 6.3 6.6 5.4

合計 66.2 71.0 77.4 85.0 82.2 83.1 88.5 92.4 95.9 101.5 102.7 107.6

公債依存度 8.4% 13.7% 21.6% 38.4% 41.8% 30.5% 37.6% 47.9% 43.0% 32.2% 31.7% 34.3%

（出所）財務省資料より作成

図表３　国の一般会計歳入（当初予算）の推移 （単位：兆円）
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（注）１．令和３年度までは決算、令和４年度は補正後。

２．特例公債は、平成２年度の臨時特別公債、平成６～８年度の減税特例公債、

平成23年度の復興債、平成24・25年度の年金特例公債を除く。

３．公債依存度は公債発行額を一般会計歳出総額で除して算出。

（出所）財務省資料より作成

図表１ 国の一般会計における歳出・歳入、公債依存度の推移
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ける特例公債の発行額は33.4兆円、公債依存度は35.9％となっている。 

歳出・歳入の推移については、特例公債の発行から脱却した平成２年度との比較をして

動向を確認することがある。当初予算ベースで令和４年度と比べると、歳出について、社

会保障関係費は24.7兆円、地方交付税交付金等は0.6兆円、国債費は10.1兆円それぞれ増加

している。取り分け、高齢化の進展を背景とした社会保障関係費の増加と、債務残高の累

増を背景とした債務償還費（国債費のうち元本償還に充てられる費用）の増加（13.0兆円）

が顕著である1。その一方、公共事業関係費は景気対策等のため一時期拡張したが近年は縮

小している。社会保障関係費、地方交付税交付金等及び国債費以外の経費全体として、こ

の30年間ほぼ横ばいで推移している。このように、歳出規模は拡大しているものの各種政

策の自由度は拡大しておらず、財政が硬直化した状況にある。このことが、財政拡張の必

要性を訴える論拠の一つともなっている。 

他方、歳入については、直接税が中心であったバブル経済期と間接税である消費税が最

大税目となった現在とでは税収構造は異なるものの、税収総額としては平成２年度を上回

る水準となった。しかし、特例公債の発行がなければ、社会保障関係費と債務償還費の増

加を賄うことができない構図となっている。 

 

（２）普通国債残高、国・地方の長期債務残高 

上記のように、現状では毎年度巨

額の特例公債の発行に依存する財政

状況が続いている。特例公債の発行

額と残高の動向を見ると、平成２年

度に発行から脱却した後、当初予算

段階での発行が復活したのは平成８

年度である2。平成11年度には早くも

建設公債の発行額を上回るようにな

り、平成15年度末には特例公債残高

が建設公債残高を上回るに至った3。

平成２年度末では166兆円であった

普通国債残高は、令和４年度末（当

初予算ベース）では1,026兆円となり、そのうち建設公債残高は289兆円、特例公債残高は

732兆円と見込まれている。平成２年度末から令和４年度末にかけての普通国債残高の増

加額約855兆円4について、歳出の増加を要因とするものが約624兆円、税収等の減収を要因

とするものが約107兆円などと分析されている。歳出増加要因は、1990年代は公共事業関係

 
1 債務償還費が増加する一方で利払費等が減少しているため、国債費全体の伸びは10.1兆円にとどまる。 
2 特例公債は平成２年度から平成５年度は発行されなかった。平成６年度及び平成７年度は、共に補正予算で

発行が必要な状況となった。 
3 特例公債発行の経緯や根拠等については、鎌田素史「特例公債の発行期間の複数年度化と国会審議」『立法と

調査』No.436（令3.7.8）を参照。 
4 この増加額からは復興債残高（令和４年度末5.4兆円）が除かれている。 
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図表４ 公債発行額の推移
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（注）１．令和３年度までは決算、令和４年度は当初予算。

２．特例公債には臨時特別公債（平２）、減税特例公債（平６～８）、

復興債（平23）、年金特例公債（平24・25）を含まない。

（出所）財務省資料より作成

（年度）

（兆円）

令元 ２ ３ ４

特例公債 27.4  86.0  48.5  30.7

建設公債 9.1  22.6   9.2    6.3
（兆円）
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費の増加（約66兆円）が主要因であった

が、以降は社会保障関係費の増加（約

411兆円）が主要因となっている5。国・

地方の長期債務残高6について見ると、

平成２年度末では266兆円であったが、

令和４年度末（当初予算ベース）では

1,244兆円 

7が見込まれ、978兆円も増加

している。このうち地方の長期債務残

高は122兆円の増加であり、国の財政が

より深刻な状況となっている 

8。 

このように我が国の政府債務は急速に拡大し、取り分け特例公債残高が巨額となってい

る。債務残高対ＧＤＰ比で諸外国と比較すると、我が国は世界最悪の水準にあり、Ｇ７諸

国に限って見ても1990年代後半に財政健全化を着実に進めた各国に比して格段に悪く、主

要先進国内で突出している。これに対し、我が国は資産を十分に保有しており9、これを考

慮すると実質的な債務残高は世界最悪の水準とまでは言えない旨の指摘がなされることが

ある。市場での売却可能性はないもののキャッシュフローを生み出す資産をどう考えるか

など、資産の評価には様々な留意点があり、単純には整理し難い面があるが、例えば、有

形固定資産等と比較して相対的に流動性があるとされる政府保有の金融資産を政府の総債

務残高から差し引いた純債務残高対ＧＤＰ比で見れば、確かに世界最悪の水準ではなくな

 
5 以上の要因分析について、財務省「日本の財政関係資料」（令和４年４月）７頁 
6 利払い・償還財源が主として税財源により賄われる国と地方の長期債務を集計したもの。ここにいう長期債

務は、国は普通国債、借入金、出資国債等の合計額、地方は地方債、交付税及び譲与税配付金特別会計借入

金、地方公営企業債（普通会計負担分）の合計額。 
7 このほか、財政投融資特別会計国債（財投債）残高が113兆円（令和４年度末）ある。 
8 国と地方の財政状況をめぐる見解の対立については、鎌田素史「国家財政健全化と地方財政充実の相克」『立

法と調査』No.414（令元.7.1）を参照。 
9 令和２年度の「国の財務書類」によると、令和２年度末で720.8兆円の資産を保有している。 
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図表６ 債務残高対ＧＤＰ比の国際比較
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（注）日本、米国、イタリアは2020年以降、他の国は2021年以降が推計値。

（出所）IMF"World Economic Outlook"（2022年４月）より作成
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（注）日本、米国、イタリアは2020年以降、他の国は2021年以降が推計値。

（出所）IMF"World Economic Outlook"（2022年４月）より作成
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（注）令和２年度までは決算、令和３年度は補正後、令和４年度は当初。

（出所）財務省資料より作成
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る10。ただし、そのような見方をしても、Ｇ７諸国の中では最も高い水準にある11。 

 

３．財政健全化目標の変遷と達成状況 

（１）財政健全化の意義 

以上の財政状況にある中、我が国では後述のように、歳入と歳出の収支差を改善し、公

債発行額及び公債残高の縮減を目指す取組が行われている。ところで、そもそもなぜ財政

赤字、公債依存が問題で、財政健全化が必要であるとされるのか。この点、おおむね次の

ような説明がなされることがある。 

ア 財政の硬直化 

国債費のうち利払費については、

平成２年度決算で10.8兆円であった

が、普通国債残高の増加にもかかわ

らず、金利低下が続いてきたことに

より、令和２年度決算では7.4兆円と

減少している。とはいえ、公共事業関

係費に匹敵する巨費であり、財政硬

直化の一端を担っている。名目金利

は、現状では日本銀行の金融政策に

より低く抑えられているが12、今後何

らかの事由により上昇する局面とな

れば、利払費も増加することになる。

財務省の令和４年度当初予算ベースでの試算13によれば、仮に令和５年度以降に金利が

１％上昇すると、令和７年度には利払費を含む国債費が3.7兆円増加するとされる。歳出

の規模や税収の多寡にもよるが、歳出総額に占める債務償還費、利払費の割合が高まる

ことで、他の政策的経費を圧迫することになるとともに、更なる特例公債の発行を招く

ことが危惧される。 

イ 財政の持続可能性に対する信認 

財政赤字が累増していくと、財政の持続可能性、すなわち、政府債務の長期的な償還

 
10 財務省「令和２年度「国の財務書類」のポイント（一般会計・特別会計及び「連結」）」（令和４年３月）で

は、資産、負債の科目の中には運用資産と調達財源がほぼ連動しているものがあること、売却して現金化す

ることを想定できないものが相当程度含まれていることから、資産の大半は他の財源に充てることができな

いものとなっている旨指摘されている。 
11 なお、資産を売却し債務償還に充てたとしても、資産の売却収入は一度限りしか得られないものであり、毎

年度の財政赤字が解消しなければ、債務はまた累増していくことになる。 
12 日本銀行は、平成28年９月から、従来の金融緩和の枠組みを強化する形で、「長短金利操作付き量的・質的

金融緩和」を導入している。これは、金融市場調節によって長短金利の操作を行う「イールドカーブ・コン

トロール」（ＹＣＣ）と、消費者物価上昇率の実績値が安定的に２％の「物価安定の目標」を超えるまでマネ

タリーベースの拡大方針を継続する「オーバーシュート型コミットメント」から成る。現在のＹＣＣでは、

短期金利について、日銀当座預金のうち政策金利残高に▲0.1％のマイナス金利を適用し、長期金利について、

10年物国債金利がゼロ％程度で推移するよう上限を設けず必要な金額の長期国債の買入れを行うこととして

いる。 
13 財務省「令和４年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算」（令和４年１月）の名目経済成長3.0％ケース。 
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図表８ 利払費と金利の推移

普通国債残高

利払費（左軸）

金利（左軸）

（注）１．利払費は、令和２年度までは決算、令和３年度は補正後予算、

令和４年度は当初予算。

２．金利は、普通国債の利率加重平均。

３．普通国債残高は年度末。令和３年度までは決算、令和４年度は当初予算。

（出所）財務省資料より作成
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可能性に対する国内外の信認を失うおそれも指摘される。どの状態に至ると信認を失う

ことになるのかは不確定であるが、将来の債務不履行等に対する懸念が限界を迎えると、

大幅な金利上昇やインフレにつながり、我が国経済や国民生活に多大な影響を与える事

態になりかねないことも指摘される。 

ウ 世代間の不公平拡大、将来への負担先送り 

現状では、新規発行される国債の大半は特例公債である。中長期的な経済成長につな

がる支出であれば将来世代も便益を享受し得るが、現世代のみが便益を受けるのであれ

ば将来世代は一方的に債務償還と利払いの負担を背負わされることになる。その財源を

増税により賄わざるを得なくなるかもしれない。将来世代のうち国債を保有していない

者にとっては負担の増加でしかなく、望ましくない再分配を引き起こす可能性もある。

また、将来に負担を先送りすることで、現世代において財政規律が緩まる懸念がある。

将来世代としては、元利償還に財源が充てられる分、本来であれば受益できる行政サー

ビスを受けられない、あるいは、その水準が低下することになりかねない14。 

 

（２）財政健全化目標の指標 

財政健全化目標の指標としては、ストックの指標として「債務残高対ＧＤＰ比」、フロー

の指標として「財政収支」と「基礎的財政収支」がある。 

債務残高対ＧＤＰ比は、国・地方の公債等残高15を名目ＧＤＰと比較した指標である16。

国・地方の公債等残高の発散を止め、安定的に引き下げることを確保することは、財政の

持続可能性を確保する上で重要な規準であるとされる。 

図表９ 財政収支・基礎的財政収支 

（出所）財務省「日本の財政関係資料」（令和３年10月） 

 
14 財政制度等審議会「財政健全化に向けた建議」（令和３年５月21日）84頁においては、「特例公債の発行が続

く現下の財政状況においては、公債の元利償還を税収等で賄うことができておらず、建設公債の元利償還に

当たっても、税収等では足りず特例公債が追加発行されていると言える。」と指摘し、「インフラの維持管理

コストが増大するとともに受益者である後世代の人口が減少していくことを踏まえれば、今後、真に必要な

インフラを見極めて、債務残高の抑制に努めるべきである。」としている。 
15 普通国債、地方債、交付税及び譲与税配付金特別会計借入金（国が一般会計で承継した分を含む。）の合計 
16 債務残高対ＧＤＰ比（％）＝国・地方の公債等残高／名目ＧＤＰ 
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財政収支は、税収等により政策的経費と利払費をどの程度賄えているかの指標である。

財政収支が均衡している状態であれば、当年度の公債発行額は債務償還費と同額となり、

債務残高は増加しないことになる。 

基礎的財政収支（プライマリーバランス：ＰＢ）は、税収等により政策的経費をどの程

度賄えているかの指標である。ＰＢが均衡している状態では、当年度の公債発行額は、債

務償還費と利払費の合算額と同額となり、利払費の分だけ債務残高が増加することになる。 

ＰＢが均衡している状態では、債務残高対ＧＤＰ比の分子である債務残高は利払費の分

だけ増加することになり、その増加率は名

目金利である。他方、分母である名目ＧＤ

Ｐの増加率は名目成長率である。したがっ

て、名目金利と名目成長率が等しければ、

分子と分母の増加率も等しくなり、債務残

高対ＧＤＰ比は一定となる。しかし、名目

金利と名目成長率の推移を見てみると、名

目成長率が名目金利を上回るとは限らな

い。したがって、債務残高対ＧＤＰ比を安

定的に引き下げるためには、ＰＢの均衡に

とどまらず、一定の黒字を確保していくこ

とが求められることになる。 

 

（３）財政健全化目標の変遷と達成状況 

「国・地方のプライマリーバランスの黒字化」は、現在では耳慣れた言葉となってきた

が、これに言及したのは「基本方針2001」17であった。以来、歴代の政権によって国・地方

のＰＢの黒字化を含む財政健全化目標が掲げられてきたが、目標達成に至ったことは一度

もない。これまでの財政健全化目標の変遷と達成状況を振り返りたい18。 

ア 基本方針2001、基本方針2002 

基本方針2001では、ＰＢの意義を挙げ19、本格的な財政再建に取り組む際の中期目標と

して、「プライマリーバランスを黒字にすること」を目指すことが適切であるとされた。

もっとも、基本方針2001では、「まずは平成14年度予算で、国債発行を30兆円以下に抑え

ることを目標とし、その後、プライマリーバランスを黒字にすることを次の目標とする」

政策運営を行うとして、黒字化の目標年度については言及されなかった。 

翌年の「基本方針2002」20においては、「改革と展望」21に基づき、2010年代初頭に国と

 
17 今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針（平成13年６月26日閣議決定） 
18 本節においては、引用を除き、年度は西暦で表記する。 
19 (1)現在の行政サービスにかかる費用は、将来の世代に先送りすることなく現在の税収等で賄うということ

であり、世代間の公平を図る上で重要、(2)現状のように金利が成長率を上回っている場合、つまり、元本と

利子の合計がＧＤＰ以上のスピードで増える状況では、債務残高が対ＧＤＰ比で増大することを止めるため

には、まずは、元利払い以上の借金を新たに行わないことが必要条件、の二つを挙げている。 
20 経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002（平成14年６月25日閣議決定） 
21 構造改革と経済財政の中期展望（平成14年１月25日閣議決定）。改革と展望では、その対象期間を2002年度
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普通国債の利率加重平均

名目ＧＤＰ成長率

図表10 普通国債利率加重平均と

名目GDP成長率の推移

（注）１．利率別は、表面利率（変動利付債は適用利率）による。

２．利率加重平均の計算には、割引国債（無利子分）を除く。

（出所）内閣府「国民経済計算」、財務省資料より作成
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地方を合わせたＰＢを黒字化させることを目指すとされた。 

イ 基本方針2006 

国・地方のＰＢ対ＧＤＰ比は、2002年度に▲６％弱であったが、2006年度は▲３％弱

にまで改善することが見込まれていた22。一方で、国・地方の長期債務残高が先進国中最

悪の水準であること等を踏まえ、歳出削減と歳入改革を車の両輪とする「歳出・歳入一

体改革」に取り組むこととし、「基本方針2006」23において具体的な改革方針が示された。

この中で財政健全化目標については、国・地方のＰＢ黒字化が財政健全化の第一歩であ

るとして、2011年度には確実に実現すること24、黒字化達成後も安定的な経済成長を維持

しつつ、債務残高対ＧＤＰ比の発散を止め、安定的に引き下げることを確保するとされ

た。 

ウ 基本方針2009 

景気回復と歳出改革により国・地方のＰＢは2007年度に▲1.3％25にまで改善し、黒字

化が目前に迫る一方、世界的に原油・原材料価格が高騰するとともに、アメリカのサブ

プライムローン問題が顕在化することで世界的な金融不安が広がった。我が国経済にお

いてもその影響が生じる中、平成20年９月にリーマン・ショックが生じたことで、深刻

な打撃を受けた。これらに対処するため４度にわたり経済対策26が講じられたことで歳

出が大幅に増加し、また、景気悪化により税収が低迷したことから、基本方針2006に掲

げた財政健全化目標は達成が厳しい状況となった27。 

そこで、「基本方針2009」28において新たな財政健全化目標が設定された。具体的には、

(1)財政の持続可能性を確保するため、財政健全化目標の基本として国・地方の債務残高

対ＧＤＰ比を位置付け、2010年代半ばにかけて少なくとも安定化、2020年代初めに安定

的に引き下げる、(2)今後10年以内に国・地方のＰＢ黒字化を確実に達成、(3)景気を回

復させ、５年を待たずに国・地方のＰＢ赤字（景気対策によるものを除く）の対ＧＤＰ

 
から2006年度までの５年とし、期間中の政府の大きさ（一般政府の支出規模のＧＤＰ比）が現在の水準を上

回らない程度とすることを目指す基本方針等を示し、財政収支改善努力や民間需要主導の着実な経済成長の

継続の下で、2010年代初頭にＰＢが黒字化するとの展望を示した。なお、改革と展望は毎年度改定すること

とされた。 
22 構造改革と経済財政の中期展望－2005年度改定（平成18年１月20日閣議決定）では、2002年度は▲5.7％で

あったが、2006年度には▲2.8％程度になると見込んでいた。 
23 経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006（平成18年７月７日閣議決定） 
24 2011年度に国・地方のＰＢを黒字化するために必要となる対応額（歳出削減又は歳入増が必要な額（要対応

額））を16.5兆円程度（ＳＮＡベース）とした。社会保障、人件費、公共投資、その他分野で歳出削減額を設

定し（削減額合計▲14.3～▲11.4兆円程度）、歳出削減を行ってなお要対応額を満たさない部分については、

歳入改革による増収措置で対応することを基本とするとした。 
25 経済財政の中長期方針と10年展望（平成21年１月19日閣議決定）時点での計数。 
26 安心実現のための緊急総合対策（平成20年８月29日）、生活対策（平成20年10月30日）、生活防衛のための緊

急対策（平成20年12月19日）、経済危機対策（平成21年４月10日） 
27 経済財政の中長期方針と10年展望では、世界的な金融危機と経済悪化を受けて、我が国経済及び税収は想定

外のペースで落ち込んでいること、ＰＢ黒字化達成の前提とされてきた歳入改革は実施に至らず、今後、「持

続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた『中期プログラム』」（平成20年12月24日閣議決定）に従っ

て2010年代半ばまでに段階的に行っていくこととなっていることを挙げ、こうした状況の下、財政収支が急

激に悪化しており、2011年度までにＰＢを黒字化させるとの目標の達成は困難になりつつあるとの認識を示

した。 
28 経済財政改革の基本方針2009（平成21年６月23日閣議決定） 
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比を少なくとも半減することとされた。 

エ 財政運営戦略 

政権交代を経て策定された「財政運営戦略」（平成22年６月22日閣議決定）においても、

引き続き、国・地方のＰＢの黒字化と国・地方の公債等残高対ＧＤＰ比の安定的引下げ

が財政健全化目標として掲げられた29。財政運営戦略における財政健全化目標では黒字

化の目標年度が明記され、国・地方のＰＢ赤字対ＧＤＰ比及び国単独のＰＢについて、

遅くとも、2015年度までに2010年度の水準から半減、2020年度までに黒字化することが

目標とされた。また、国・地方の公債等残高対ＧＤＰ比について、2021年度以降におい

て安定的に低下させるとされた。 

オ 基本方針2013、中期財政計画 

再度の政権交代を経て策定された「基本方針2013」30では、「経済再生が財政健全化を

促し、財政健全化の進展が経済再生の一段の進展に寄与するという好循環を目指す」と

した上で、国・地方のＰＢについて「2015年度までに2010年度に比べ赤字の対ＧＤＰ比

の半減、2020年度までに黒字化、その後の債務残高の対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目

 
29 財政運営戦略では、財政運営の基本ルールとして、(1)財源確保ルール（「ペイアズユーゴー原則」）、(2)財

政赤字縮減ルール、(3)構造的な財政支出に対する財源確保、(4)歳出見直しの基本原則、(5)地方財政の安定

的な運営が掲げられた。また、財政健全化目標の達成に資するため、2011年度から2013年度を対象とする中

期財政フレームを策定し、歳入・歳出両面にわたる取組として、(1)国債発行額の抑制、(2)抜本的な税制改

革、(3)基礎的財政収支の改善目標の達成に向けて取り組むとされた。 
30 経済財政運営と改革の基本方針（平成25年６月14日閣議決定） 

財政健全化目標

平成14年6月25日
経済財政運営と構造改革に関する基本

方針2002

2010年代初頭に国と地方を合わせたプライマリーバランスを黒字化さ

せることを目指す。

平成18年7月7日
経済財政運営と構造改革に関する基本

方針2006

①2011年度には国・地方の基礎的財政収支を確実に黒字化する。

②基礎的財政収支の黒字化を達成した後も、債務残高GDP比の発散

を止め、 安定的に引き下げることを確保する。

平成21年6月23日 経済財政改革の基本方針2009

財政の持続可能性を確保するため、財政健全化目標の基本として

国・地方の債務残高対GDP比を位置付け、2010年代半ばにかけて少

なくとも安定化させ、2020年代初めには安定的に引き下げる。

今後10年以内に国・地方のプライマリーバランス黒字化の確実な達

成を目指す。まずは、５年を待たずに国・地方のプライマリーバランス

赤字（景気対策によるものを除く）の対GDP比を少なくとも半減させる

ことを目指す。

平成22年6月22日 財政運営戦略

①国・地方及び国単独の基礎的財政収支について、遅くとも2015年度

までにその赤字の対GDP比を2010年度の水準から半減し、遅くとも

2020年度までに黒字化することを目標とする。

②2021年度以降において、国・地方の公債等残高の対GDP比を安定

的に低下させる。

平成25年6月14日 経済財政運営と改革の基本方針

国・地方のプライマリーバランスについて、2015年度までに2010年度

に比べ赤字の対GDP比を半減、2020年度までに黒字化、その後の債

務残高対GDP比の安定的な引下げを目指す。

平成27年6月30日 経済財政運営と改革の基本方針2015
国・地方を合わせた基礎的財政収支について、2020年度までに黒字

化、その後の債務残高対GDP比の安定的な引下げを目指す。

平成30年6月15日 経済財政運営と改革の基本方針2018

経済財政と財政健全化に着実に取り組み、2025年度の国・地方を合

わせたPB黒字化を目指す。 同時に債務残高対GDP比の安定的な引

下げを目指すことを堅持する。

令和3年6月18日 経済財政運営と改革の基本方針2021

基本方針2018で掲げた財政健全化目標を堅持する。

感染症でいまだ不安定な経済財政状況を踏まえ、本年度内に、感染

症の経済財政への影響を検証を行い、その検証結果を踏まえ、目標

年度を再確認する。

（出所）財務省資料等より作成

閣議決定

図表11　これまでの財政健全化目標の変遷
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指す」とされた。また、財政健全化目標の達成に向けた取組を着実に進めることが重要

であるとし、今後の取組内容を具体化した「中期財政計画」を早期に策定するとされた。

「中期財政計画」31では、国・地方のＰＢについて、2015年度までに2010年度に比べ赤字

の対ＧＤＰ比を半減（2015年度の財政健全化目標）32、2020年度までに黒字化、その後の

債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指す（2020年度の財政健全化目標）とされ、

基本方針2013の内容が確認された。 

カ 基本方針2015 

政府は、平成24年12月の政権交代以降、「大胆な金融政策」、「機動的な財政政策」、「民

間投資を喚起する成長戦略」の「三本の矢」による経済政策（アベノミクス）を推進し、

デフレ脱却・経済再生と財政健全化を進めてきた。良好な経済状況の下での税収増、平

成26年４月１日から実施された消費税率５％から８％への引上げ、歳出効率化の取組等

を反映し財政状況は改善し、中期財政計画に示された2015年度の財政健全化目標は達成

が見込まれた33。 

他方、「基本方針2015」34では、債務残高の更なる累増が見込まれるなど財政状況は引

き続き極めて厳しく、経済再生とともに財政健全化を達成することは我が国の重要課題

であるとして、「経済・財政一体改革」を断行するとされた。そして、経済と財政双方の

一体的な再生を目指す「経済・財政再生計画」（2016年度から2020年度まで）により、経

済再生を進めるとともに、2020年度の財政健全化目標を堅持するとされた。経済・財政

一体改革は「デフレ脱却・経済再生」、「歳出改革」、「歳入改革」の３本柱の改革を一体

的に推進するものであるが、計画期間の当初３年間（2016年度から2018年度まで）を「集

中改革期間」と位置付け、集中的に改革を進めるとされ、計画の中間時点である2018年

度において目標に向けた進捗状況を評価するとされた（中間評価）。また、集中改革期間

における改革努力のメルクマールとして2018年度の国・地方のＰＢ対ＧＤＰ比を▲１％

程度とするとされ、国の一般歳出、社会保障関係費の伸び、地方一般財源総額について

「目安」を定めて歳出効率化に取り組むこととされた。 

キ 基本方針2018 

上記のメルクマールの達成に向け歳出効率化に取り組んできたものの、2018年度の国・

地方のＰＢは▲2.9％程度と見込まれ35、想定したようには改善が進捗せず、また、国・

地方の債務残高対ＧＤＰ比は過去に比べて緩やかに上昇する状況が続いた。改善の進捗

が遅れた要因について、中間評価36では、歳出効率化努力はなされた（＋0.7％）一方、

相次ぐ補正予算の編成（▲0.4％）37、経済成長の低下に伴い税収の伸びが緩やかだった

 
31 当面の財政健全化に向けた取組等について－中期財政計画－（平成25年８月８日閣議了解） 
32 「国民経済計算（確々報値）に基づき、2010年度▲6.6％から、2015年度には▲3.3％へと半減する。」とされ

た。 
33 内閣府「中長期の経済財政に関する試算」（平成27年２月12日）では、国・地方のＰＢ対ＧＤＰ比が▲3.3％

程度となり、2010年度の水準（▲6.6％）からの半減目標を達成する見込みとなったとされた。 
34 経済財政運営と改革の基本方針2015（平成27年６月30日閣議決定） 
35 内閣府「中長期の経済財政に関する試算」（平成30年１月23日） 
36 経済・財政一体改革推進委員会「経済・財政一体改革の中間評価」（平成30年３月29日） 
37 基本方針2015の策定から中間評価までに、補正予算は、平成27年度補正予算、平成28年度第１次～第３次補
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こと（▲0.8％）、消費税率引上げの延期（▲0.7％）38が挙げられた。また、「新しい経済

政策パッケージ」（平成29年12月８日閣議決定）39では、消費税率10％への引上げ分の使

途の見直しが行われ40、これにより、2020年度の財政健全化目標の達成は困難となるとさ

れた。ただし、黒字化を目指すという目標自体は堅持し、これまでの経済・財政一体改

革の取組を精査した上で、平成30年の「経済財政運営と改革の基本方針」において、黒

字化目標を堅持しつつ、その達成時期、裏付けとなる計画を示すこととされた。 

「基本方針2018」41では、団塊世代の全てが75歳以上になる2025年度までに財政健全化

の道筋を確かなものとする必要があるとして、2025年度の国・地方を合わせたＰＢの黒

字化を目指す、同時に債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指すという新たな財政

健全化目標（2025年度の財政健全化目標）が掲げられた42。そして、同目標を達成するた

め2025年度までを対象期間とした「新経済・財政再生計画」（新計画）を策定し、経済・

財政一体改革を加速・拡大するとされた。新計画では、2022年度から団塊世代が75歳に

入り始めることを踏まえ、2019年度から2021年度を「基盤強化期間」と位置付け、社会

保障改革を軸に経済成長と財政を持続可能にするための基盤固めを行うとし、歳出改革

の方針として掲げた「目安」43に沿った予算編成を行うこととされた。また、財政健全化

目標の達成に向け、新計画の中間時点である2021年度に中間指標44を設定し、進捗を管理

するためのメルクマールとされ、経済・財政一体改革の進捗については、中間時点にお

いて評価を行うとされた。 

ク 基本方針2021 

中間指標を設定した当時、国・地方のＰＢ対ＧＤＰ比は▲1.4％と見込まれていたが、

2021年度は▲7.2％と見込まれ45、赤字幅が拡大した。この要因について、歳出効率化努

力は改善方向に寄与したものの（＋0.7％）、新型コロナウイルス感染症の感染拡大前に

生じた海外経済の減速等による税収減（▲1.1％）に加え、感染症による影響（税収減（▲

1.9％）、関連補正予算等の歳出増（▲3.4％））が悪化方向に寄与したと分析された46。 

 
正予算、平成29年度補正予算が編成された。 

38 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律

等の一部を改正する法律（平成28年法律第85号）により、消費税率10％への引上げ時期が平成29年４月１日

から平成31（令和元）年10月１日へと延期された。 
39 「生産性革命」と「人づくり革命」を車の両輪として、少子高齢化という最大の壁に立ち向かうための「政

策パッケージ」 
40 消費税率10％への引上げにより生じる５兆円強の税収について、教育負担の軽減・子育て層支援・介護人材

の確保等と、財政再建（後代への負担の付け回しの軽減及び社会保障４経費に係る消費税率引上げに伴う支

出の増）とに、それぞれおおむね半分ずつ充当することとされた。 
41 経済財政運営と改革の基本方針2018（平成30年６月15日閣議決定） 
42 財政健全化目標の達成のためには、実質２％程度、名目３％程度を上回る経済成長を実現することが必要と

明記された。 
43 (1)社会保障関係費は、実質的増加を高齢化による増加分に相当する伸びにおさめることを目指す方針を

2021年度まで継続する（人口構造の変化等を踏まえ、毎年度の予算編成過程で数値を明示）、(2)非社会保障

関係費は、経済・物価動向等を踏まえつつ、これまでの歳出改革の取組を継続、(3)地方の一般財源の総額は、

平成30年度と実質的に同水準を確保する。 
44 (1)国・地方のＰＢ赤字の対ＧＤＰ比を2017年度からの実質的な半減値（1.5％程度）とする、(2)債務残高

の対ＧＤＰ比を180％台前半とする、(3)財政収支赤字の対ＧＤＰ比を３％以下とする。 
45 内閣府「中長期の経済財政に関する試算」（令和３年１月21日） 
46 内閣府「経済・財政一体改革の進捗」（令和３年４月26日） 
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「基本方針2021」47においては、「経済あっての財政」との考え方の下、引き続きデフ

レ脱却・経済再生に取り組み、実質２％程度、名目３％程度を上回る経済成長を実現す

るとともに、財政健全化に向け、歳出改革努力を続け、あわせて応能負担の強化などの

歳入改革を進めていくとされた。その上で、基本方針2018で掲げた2025年度の財政健全

化目標を堅持するとされた。また、歳出の「目安」が財政健全化目標を達成するための

財政規律としての役割を果たしてきたと評価し、2022年度から2024年度までの３年間に

ついて、これまでと同様の「目安」に沿った予算編成を行うとされた。なお、経済・財

政一体改革の進捗について2024年度に点検を行うとされた。 

 

（４）基本方針2022における財政健全化に係る記述 

基本方針2021では、「感染症でいまだ不安定な経済財政状況を踏まえ、本年度内に、感染

症の経済財政への影響の検証を行い、その検証結果を踏まえ、目標年度を再確認する。」と

された。経済財政諮問会議（令和４年１月14日）では、基本方針に基づく歳出効率化努力

を継続した場合、国・地方のＰＢ対ＧＤＰ比は、2025年度に黒字化する姿が示された48こと

を踏まえ、「現時点で財政健全化の目標年度の変更が求められる状況にはないことが確認

された。」として、財政健全化目標の目標年度を変更しないこととされた49。 

このため、「基本方針2022」50においても引き続き、国・地方のＰＢの黒字化が掲げられ

るものと考えられた。しかし実際には、「財政健全化の「旗」を下ろさず、これまでの財政

健全化目標に取り組む。経済あっての財政であり、現行の目標年度により、状況に応じた

マクロ経済政策の選択肢が歪められてはならない。必要な政策対応と財政健全化目標に取

り組むことは決して矛盾するものではない。経済をしっかり立て直し、そして財政健全化

に向けて取り組んでいく。」とされ、基本方針2001以来掲げられてきた「プライマリーバラ

ンスの黒字化」という文言は記述されなかった。また、基本方針2021では「財政健全化目

標を堅持する」とされていたが、「財政健全化目標に取り組む」とニュアンスが異なる文言

に変更され、目標年度についても触れられなかった51。このような書きぶりとなったのは、

自由民主党内での議論の結果とも言われる52。基本方針2022には「本方針及び骨太方針2021

に基づき、経済・財政一体改革を着実に推進する。」とも記載されていることから、基本方

針2021に掲げられた内容から後退するものではないとの見方もできるが、全体として財政

健全化への意欲がトーンダウンしたような印象は否めないように思われる53。 

 
47 経済財政運営と改革の基本方針2021（令和３年６月18日閣議決定） 
48 内閣府「中長期の経済財政に関する試算」（令和４年１月14日） 
49 なお、「ただし、新型コロナウイルス感染症の影響をはじめ、種々の不確実性が払拭できない状況であるこ

とを踏まえ、引き続き、内外の経済情勢等を常に注視しつつ、状況に応じ必要な検証を行ってまいる。」との

発言もなされた。 
50 経済財政運営と改革の基本方針2022（令和４年６月７日閣議決定） 
51 基本方針2021に記述のあった「デフレ脱却・経済再生に取り組み、実質２％程度、名目３％程度を上回る成

長、600兆円経済の早期実現を目指す。」、「応能負担の強化などの歳入改革を進めて行く。」についても基本方

針2022では掲げられなかった。 
52 自由民主党内に設置された「財政健全化推進本部」と「財政政策検討本部」のそれぞれの主張を調整した結

果とされる（『朝日新聞』（令4.6.3）、『毎日新聞』（令4.6.8））。 
53 財政健全化への姿勢が後退したのではないかとの指摘に対して、山際内閣府特命担当大臣（経済財政政策）
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４．関連する論点 

（１）今後の財政の見通し 

歴代政権が財政健全化に取り組んでき

たものの、国・地方のＰＢ黒字化目標は達

成されず、現在の目標も達成が難しい状況

にある。良好な経済状況の下でのＧＤＰと

税収の増加、数値や目安を掲げて取り組ん

だ歳出改革、消費税率の引上げを含む歳入

改革などが効果を発揮し、黒字化が視野に

入ってきたところで、リーマン・ショック

や新型コロナウイルス感染症といった世

界的な危機的状況に直面し、頓挫してきた

ように見える。我が国の経済・財政は世界

の経済情勢の影響を受け、予測し得ない事

態に翻弄され得るという当然のことと、そ

れを意識した経済・財政運営が求められる

ことが改めて認識される。 

内閣府の試算54によれば、国・地方のＰ

Ｂ対ＧＤＰ比は、令和４年度は▲7.3％で

あるが、令和５年度は▲1.9％にまで改善

すると見込まれている。国・地方の公債等

残高対ＧＤＰ比は、令和４年度は217.6％、

令和５年度は214.8％と見込まれている。そして、成長実現ケース55において、国・地方の

ＰＢ対ＧＤＰ比は、歳出改革を織り込まない自然体の姿で令和７年度に▲0.1％、令和８年

度0.3％となり、黒字化を達成する姿が描かれている。また、これまでと同様の歳出改革を

続ける場合には、黒字化は令和７年度と１年程度の前倒しが視野に入るとされている。国・

地方の公債等残高対ＧＤＰ比は安定的な低下が見込まれているが、長期金利の上昇に伴い、

低金利で発行した既発債のより高い金利による借換えが進むことに留意が必要と指摘され

ている。他方、ベースラインケース56においては、国・地方のＰＢ対ＧＤＰ比は令和８年度

に▲0.7％までは改善するものの黒字化には至らず、国・地方の公債等残高対ＧＤＰ比はお

おむね横ばいで推移すると見込まれている。 

成長実現ケースは、全要素生産性が足元の0.5％程度から1.4％程度にまで上昇し、実質

 
兼経済再生担当大臣は記者会見（令和４年５月31日）で、基本方針2022は基本方針2021を引っ張っている記

述があり、基本方針2021の姿勢に従っていく、目標年度等を明示していないのは既定路線のものを重ねて書

くことをしていないだけで、財政健全化の方針を変えたのでも後退させたのでもない旨説明している。 
54 内閣府「中長期の経済財政に関する試算」（令和４年７月29日） 
55 デフレ脱却・経済再生という目標に向けて、政策効果が過去の実績も踏まえたペースで発現する姿を試算し

たもの。 
56 経済が足元の潜在成長率並みで将来にわたって推移する姿を試算したもの。 
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図表12 国・地方のＰＢ対ＧＤＰ比の推移

（注）復旧・復興対策の経費及び財源を除いたベース

（出所）内閣府「中長期の経済財政に関する試算」（令和４年７月）より作成
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図表13 国・地方の公債等残高対ＧＤＰ比の推移

（注）復旧・復興対策の経費及び財源を除いたベース

（出所）内閣府「中長期の経済財政に関する試算」（令和４年７月）より作成
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２％程度、名目３％程度の経済成長率が実現することを前提としているが、この前提自体

が現実的ではないとの指摘は度々なされている。一方、令和３年度決算税収を踏まえると、

令和４年度の税収も現状の見積りより増加することが十分に想定される。税収が上方修正

されれば、ＰＢは改善する方向に働く。また、令和２年度から新型コロナウイルス感染症

対策予備費57が計上されてきたが、同予備費の計上が不要となる際、この金額を他の経費に

付け替えなければ、ＰＢは改善する方向に働く。このように、成長実現ケースで想定され

るほどの経済成長率が実現しなくとも、現状では、黒字化の達成自体が悲観的とまでは言

えないように思われる。首尾良く黒字化を達成した際には、ＰＢは利払費を含まない概念

であることからすると、債務残高をより安定的に引き下げていくため、利払費を含む概念

である財政収支の均衡を目指す58ことも含め、引き続き収支改善努力を行う必要があろう。 

 

（２）積極的な財政出動と国債発行 

一方で、我が国の経済が長期停滞にあるのは、これまでの財政出動が不十分であること

によるとの主張がある。期待成長率の低下や世界経済の不確実性などにより民間企業の経

営が保守的となっているところ、これが転換しないのは、財政出動が不足してきたからに

ほかならないとする。政府がより積極的な財政出動を行うことで大幅な需要が創出され、

これにより企業が活発に設備投資を行うようになり、生産性の向上と雇用創出がなされる

とともに、労働市場の逼迫により賃金の上昇が生み出される。これを繰り返すことで民需

主導の成長軌道を実現するといった流れが考えられている。 

この財政出動の財源としては国債が想定される。当然、毎年度の国債発行額は増加し、

債務残高は累増していくことになるが、名目金利が名目成長率を下回っている状況が続い

ている中、財政出動により名目金利よりも高い名目成長率を維持できれば、ＰＢが赤字で

も債務残高対ＧＤＰ比は低下することになるとしている。また、経済成長が実現すれば税

収も増加するので、国債の償還財源を確保できるとの見方もある。なお、この点、自国通

貨建ての国債を発行する国の政府は、過度なインフレが起きない限り、幾らでも国債を発

行して支出することができるとするＭＭＴ59の考え方に依拠するとすれば、国債発行額が

増加しても、そもそも問題になることがない。いずれの考え方にしても、財政健全化目標

を掲げてきた従来の政府の取組とは異なり、ＰＢの黒字化は重視されていない。 

令和４年度補正後予算では新規発行の国債は39.6兆円とされているが、借換債は、令和

２年度に新型コロナウイルス感染症に対応するための財源として大量の国債発行が必要と

なり短期国債を中心に対応したことから急増しており、152.9兆円が予定されている。財投

債も合わせると国債発行総額は217.7兆円、うちカレンダーベース市中発行額60は198.6兆

 
57 令和４年度補正予算において、新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費として使途が

拡大された。予算額（補正後）は、令和２年度9.7兆円、令和３年度５兆円、令和４年度6.1兆円である。 
58 財政制度等審議会「歴史の転換点における財政運営」（令和４年５月25日）は、ＯＥＣＤ加盟国38か国中、

収支に関する目標を持っている国は36か国であり、収支をコントロールする目標を持つことは国際標準と

なっているとしている。 
59 Modern Monetary Theory（現代貨幣理論）の略 
60 あらかじめ額を定めた入札により定期的に発行する国債の４月から翌年３月までの発行予定額（額面）の総

額をいう。 
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円という規模となる。我が国の国債の安定

的な消化の限界はあるのか、あるとすれば

どのような状況であるのかについて定説

はないように見受けられるが、今後、借換

債を含む国債発行総額が累増していった

ときにおいても、現状と変わらず確実かつ

円滑に市中で消化され続けるかどうかは

定かではない。また、財政出動により民間

投資が積極化した場合、国債購入に充てら

れていた民間資金が民間投資に向かい、国

債の需給バランスが緩んで金利が上昇する可能性も考えられる。さらに、大量に発行した

国債は最終的に日本銀行が買い入れることが前提となっているように見受けられるが、物

価の状況や内外金利差、マクロ経済の動向等を踏まえ、日本銀行が自らの判断で金融政策

を転換し、これまでと同様の水準で国債を引き受けなくなる可能性もある。従来の立場か

らは、名目成長率が名目金利を上回る状態は永続的ではないこと、そのような状態を前提

とする財政政策は、債務残高対ＧＤＰ比が上昇し続ける危険性を高めるため適当ではない

こと、利払費の増大が起きない有利な低金利状況にある間に、ＰＢや財政収支の黒字化を

確実に進めるべきことが指摘されよう。 

また、積極的な財政出動を行うため大量の国債発行を続け、債務残高が累増している状

態にある中、何らかの事由により過度なインフレが発生したときにどのような対処ができ

るのかが問題となる。過度なインフレを抑制する手法としては歳出削減と増税が想定され

ているようだが、予算編成や法案作成の作業には相応の時間が必要であり、国会の議決が

求められる。国民への周知や現場での実務的な対応にも時間が掛かる。したがって、過度

なインフレとなる兆候を仮に認知できたとしても、迅速に歳出削減や増税を行うことはで

きない。年度途中で予算の執行を抑制することや、一定の要件を満たすことを引き金に適

用税率が変動する仕組みをあらかじめ設けておくことも可能かもしれないが、インフレの

程度を予測できない以上、適切なインフレ抑制策となるとも限らない。時機を逃さず最適

な政策を打ち出すのは非常に難しい。財政赤字の拡大、政府債務の累積が不可避的、必然

的にインフレを生じさせるとは限らないのはこれまでの経験上明らかであるが、過度なイ

ンフレが我が国経済、国民生活に甚大な影響を及ぼす可能性がある以上、現実的なインフ

レ抑制策をあらかじめ提示しておく必要があるように思われる。 

 

（３）社会保障財源と消費税 

我が国財政が悪化してきた最大の要因は社会保障関係費の増加である。令和７年度には

団塊世代の全てが後期高齢者となる一方、この時期から生産年齢人口の減少が加速するこ

とから、医療費等の一人当たりの負担が増加していくことが想定される。 

社会保障と税の一体改革においては、消費税法の改正により消費税（地方交付税分を除

く。）が社会保障目的税化され、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付
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図表14 国債発行総額の推移
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（注）１．新規国債には、年金特例公債と復興債を含む。

２．令和２年度までは実績、令和３・４年度は補正後。

（出所）財務省資料より作成
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並びに少子化に対処するための施策に要する経費（社会保障４経費）に充てるものとされ

た（消費税法第１条第２項）61。しかし、消費税収（国分）では国の社会保障４経費を賄い

きれておらず、その差額は毎年度15兆円程度発生している。令和４年度当初予算において

は、社会保障４経費が32.2兆円であるのに対し、消費税収（国分）は17.4兆円であり、そ

の差額は14.8兆円となっている。また、国・地方の社会保障４経費は45.3兆円62であるのに

対し、消費税収（国・地方）63は24.7兆円であり、その差額は20.6兆円となっている。 

社会保障給付費の財源の推移を見る

と、財源全体に占める公費の割合は

年々増加しており、令和元年度は社会

保険料74.0兆円に対し公費は51.9兆円

（うち国庫負担34.4兆円）、公費割合は

約４割となっている。関係府省による

将来見通し64によれば、令和22（2040）

年度において必要となる社会保障給付

費の負担額は185.5～187.3兆円と見込

まれ、そのうち公費は79.5～80.3兆円

とされている65。 

このように、社会保障給付費の公費負担が今後増加することが見込まれ、財源確保は今

まで以上の課題となる。社会保障制度を改革し、無駄のない支出とする取組や社会保険料

の水準の見直しなどは不断に行うことが求められるが、それだけで必要な財源を生み出す

ことは到底できない。将来世代に負担を先送りしないため特例公債の発行は抑制するべき

との立場からすると、税負担の在り方については今後議論を避けては通れない重い課題で

あると言える。その際、あらゆる世代に関わり、安定的に供給する必要のある社会保障給

付を支える財源として、特定の世代に負担が集中せず、経済状況にかかわらず安定的な収

入を見込むことができる消費税が果たす役割は、より高まるのではないか。 

一方、社会経済活動の中心的な役割を担う家計の消費活動を活性化するため、あるいは、

長引くコロナ禍や輸入資源価格の高騰で傷んでいる国民生活や経済を支援・回復させるた

め、消費税の減税・廃止を求める声も根強い。これに対し、これまで政府は、消費税は社

 
61 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律

（平成24年法律第68号）により消費税法が改正された。また、地方消費税については、社会保障の安定財源

の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律（平成24

年法律第69号）により地方税法が改正され、引上げ分の地方消費税収は、社会保障４経費その他社会保障施

策に要する経費に充てるものとすることとされた（地方税法第72条の116）。 
62 このほか、社会保障４経費に則った範囲の地方単独事業が実施されている。 
63 消費税率１％分（従来分）の地方消費税を除く。平成元年度の消費税創設に当たり地方税の個別間接税を整

理し（消費税収の20％に相当）、これを消費譲与税とした。平成６年11月の消費税率引上げ（実施は平成９年

４月）に際し、消費譲与税の廃止と個人住民税の減税に見合う規模（消費税率１％分）で地方消費税を創設

することとした。このような経緯を踏まえ、従来分の地方消費税は社会保障財源から除外されている。 
64 内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省「2040年を見据えた社会保障の将来見通し（議論の素材）」（平成30

年５月21日） 
65 計画ベース・経済ベースラインによる。 
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図表15 社会保障給付費と財源の推移

社会保険料
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公費割合（右軸）

（注）公費割合は財源全体に占める公費の割合

（出所）国立社会保障・人口問題研究所「令和元年度社会保障費用統計」 より作成
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会保障のために必要な財源である、したがって減税・廃止はしないとの姿勢を崩していな

い66。消費税を減税・廃止すると消費者にとっては可処分所得が増加することになる。ただ

し、高所得者層ほど消費額が多く、その恩恵を受けることになるため、低所得者層と高所

得者層との間の経済格差が拡大しかねないことをどう考えるかは課題のように思われる。 

財政健全化との関係で取り分け問題となるのは、減税・廃止の代替財源の確保である。

消費税収（国・地方）は27.5兆円（令和４年度予算）であり、半減するにしても単純計算

で13.7兆円となる。消費税の減税・廃止を主張する立場からは、その財源として、特例公

債の発行や法人税の増税が挙げられる。このうち特例公債については、従来の考え方に基

づけば、代替財源にすると財政健全化に反することになる。では、法人税の増税について

はどうだろうか。超過累進課税の導入等により財源を捻出できるとする試算も見受けられ

る。大規模増税があってもなお、企業がこれまでと同様の経営行動を採り、従来と同様の

利益を生み出し続けることが試算の前提に立っているように思われるが、それは現実的な

想定なのだろうか。利益計上法人は全企業の４割弱であり67、これらに巨額の負担を集中さ

せることが適当かという点、取引先の中小零細企業や消費者への負担転嫁がなされれば、

消費税減税の恩恵が相殺されかねないといった点も含めて、数字上の符合だけでなく、企

業の経営に与える影響をより一層精査する必要があるように思われる。 

ところで、消費税については、「法人税の減税による減収の穴埋めをするために使われて

きた」との言説が見受けられる。これは、消費税が導入された平成元年度以降の各年度の

消費税収の累計と、過去最高額を記録した平成元年度の法人税収とそれ以降の各年度の法

人税収との差額の累計とを比較した場合に、前者が後者を上回っていることを捉えたもの

で、消費税増税で国民や中小零細企業に負担を強いる一方、法人税減税で大企業に恩恵を

与えてきたといった主張の論拠として用いられる。そしてこの主張は、消費税を減税・廃

止し、それにより生じる減収は、大企業の法人税増税で賄うといった発想に結び付いてい

く。しかし、ある年度の税制改正において、法人税を減税し、その減収と相償する増収を

得るべく消費税を増税した、との関係があれば穴埋めという表現は妥当かもしれないが、

実際にはそのような増減収の計算に基づいて両税を一体的に改正してきたという事実はな

い68。上記累計を比較して数字上そのような結果となることをもって、法人減税のために消

 
66 例えば、安倍内閣総理大臣の「急速に高齢化が進む我が国にあって、若者からお年寄りまで全ての世代が安

心できる社会保障を構築するためにどうしても必要な財源と考えています」（第201回国会参議院本会議録第

23号12頁（令2.6.8））、菅内閣総理大臣の「消費税は、社会保障のために必要な財源と考えております」（第

204回国会参議院本会議録第８号５頁（令3.3.10））など。岸田内閣総理大臣は、現下の物価高騰に際し消費

税減税の必要性について問われた際、「消費税は社会保障の安定財源と位置付けられて」いること、消費税を

機動的に引き下げようとすると「システムの変更等、中小企業、零細企業にとって大きな負担を生じる」こ

とを挙げ、政府として消費税減税は考えていない旨答弁している（第208回国会参議院決算委員会会議録第９

号（令4.6.13））。一方、現行の社会保障制度では消費増税の検討が避けられないとの指摘に対して、「消費税

については、社会保障の財源として今後も重要な役割を果たすべきものと考えていますが、当面、消費税に

ついて触れることは考えておりません。」とも答弁している（第208回国会衆議院本会議録第29号11頁（令

4.5.25））。 
67 国税庁「会社標本調査（令和２年度分）」（令和４年５月） 
68 消費税の創設時には法人税率の引下げも行っているが、同時に所得税の減税、相続税・贈与税の減税、課税

の適正化等（有価証券譲渡益課税の見直し、配当軽課税率の廃止等）も行っている。その後行われた法人税

率の引下げは、企業活力と国際競争力の維持・向上を図る等の観点から、基本的に課税ベースの拡大・適正
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費増税をしたかのように説明するのは牽強付会のように思われる。また、上記累計の算出

に当たって国の財源と地方の財源とが峻別されておらず69、国と地方が別個の主体として

財政運営を行っているという事実が捨象されている。国と地方の税財源は、地方交付税の

原資や付加税の形で、非常に入り組んでいる70。消費税減税とその財源確保策としての法人

税増税を議論するのであれば、地方自治を支えるにふさわしい地方税財源の確保、地方税

の偏在性といったことにも配意しながら、実際の制度を十分に踏まえた議論の展開が求め

られる71。 

 

５．おわりに 

基本方針2022では、脱炭素社会の実現に向け、今後10年間で150兆円の官民投資を実現す

るため「成長志向型カーボンプライシング構想」を具体化することとし、その投資を先導

するために十分な規模の政府資金を、将来の財源の裏付けをもった「ＧＸ経済移行債（仮

称）」により先行して調達すること72、こども家庭庁の創設を始めとするこども政策を推進

すること73、防衛力を５年以内に抜本的に強化すること74などが盛り込まれている。これら

の施策の詳細と必要な財源については、今後本格的な検討が行われるものであるが、財政

健全化の「旗」を下ろさず、引き続き財政健全化目標の達成に取り組むのであれば、それ

ぞれ、将来に負担を先送りしない、安定的な財源を確保することが求められよう。今後の

議論の動向を注視していきたい。 
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（かまた もとふみ） 

 
化による財源確保をしながら行われてきた。消費税率の引上げは、社会保障財源の強化と社会保障基盤の安

定化を図るため、国民に広く負担を求めるものである。 
69 「消費税」には国税である消費税のほか、地方譲与税である消費譲与税や地方税である地方消費税を含め、

「法人税」には国税である法人税のほか、地方税である法人事業税と法人住民税を含めて計算されている。

また、計算の内訳が明らかではないので定かではないが、実際に累計を計算してみると、地方法人特別税、

特別法人事業税は含めている一方、復興特別法人税、地方法人税は含めていないように見受けられる。 

なお、従来分の地方消費税が地方の独自財源に淵源があることも考えられていないように思われる。 
70 消費税も法人税も共に地方交付税の原資となっており、その増減収が地方財源に直接影響する。また、地方

消費税の課税標準は消費税額、法人住民税法人税割の課税標準は法人税額であり、これらも消費税及び法人

税の増減収に左右される。 
71 国と地方の入り組んだ税財源の状況については、鎌田素史「国と地方の税源配分」『立法と調査』No.426（令

2.7.31）を参照。 
72 岸田総理は、「クリーンエネルギー戦略」に関する有識者懇談会（令和４年５月19日）で、20兆円とも言わ

れている必要な政府資金をＧＸ経済移行債（仮称）で先行して調達することを検討する旨発言している。 
73 基本方針2022では、「こどもに負担を先送りすることのないよう、応能負担や歳入改革を通じて十分に安定

的な財源を確保」する、「企業を含め社会・経済の参加者全員が連帯し、公平な立場で、広く負担していく新

たな枠組みについても検討する」とされている。 
74 基本方針2022の他の箇所では、ＮＡＴＯ諸国において国防予算を対ＧＤＰ比２％以上とする基準を満たすと

いう誓約がある旨の説明が盛り込まれている。令和４年度当初予算の防衛費は5.4兆円、対ＧＤＰ比で約１％

であることから、対ＧＤＰ比２％とすると、追加で約５兆円の財源が必要となる。 
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